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償還払い（従来の方法） 受領委任払 

１．申請者等が申請書類一式を大石田町へ 

提出する。 

 申請書類 

 ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修

費支給申請書 

 ・住宅改修の承諾書 

(被保険者が住宅の所有者でない場合) 

 ・住宅改修が必要な理由書 

(介護支援専門員等が記載) 

 ・工事費見積書 

(工事の箇所、内容及び規模・材料費・ 

施工費・諸経費を適切に区分したもの) 

 ・平面図 

 ・改修前の日付入りの写真 

２．大石田町から申請者等へ事前確認通知、 

１の申請書一式を送付する。 

３．住宅改修事業者が住宅改修工事を着工 

する。 

４．工事完了後、申請者等が住宅改修事業 

者へ住宅改修代金を支払い、領収証の 

交付を受ける。 

５．申請者等が１で提出した申請書類一式 

と合わせ書類を大石田町へ提出する。 

 提出書類 

 １の書類 

 ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修

費支給申請書 

 ・住宅改修の承諾書 

(被保険者が住宅の所有者でない場合) 

 ・住宅改修が必要な理由書 

(介護支援専門員等が記載) 

 ・工事費見積書 

(工事の箇所、内容及び規模・材料費・ 

施工費・諸経費を適切に区分したもの) 

 ・平面図 

 ・改修前の日付入りの写真 

 追加資料 

 ・工事費内訳書 

 ・改修前、改修後の日付入りの写真 

 ・４の領収証の写し 

 

１．申請者等は施工事業者が受領委任払事業者として大石田 

町に登録しているか確認する。 

２．申請者等が申請書類一式を大石田町へ提出する。 

申請書類 

 ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領

委任払用)  (様式第 6 号) 

 ・介護保険住宅改修費受領委任払に関する同意書(様式第 7

号) 

 ・住宅改修の承諾書(被保険者が住宅の所有者でない場合) 

 ・住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員等が記載) 

 ・工事費見積書(工事の箇所、内容及び規模・材料費・施工 

費・諸経費を適切に区分したもの) 

 ・平面図 

 ・改修前の日付入りの写真 

３．大石田町から申請者等へ事前確認通知、２の申請書一式、 

介護保険受領委任払請求書(様式第 8 号)を送付する。 

事前通知の記載事項 

 ・住宅改修費全額 

 ・介護保険給付対象改修費 

・保険給付分金額 

 ・自己負担割合、それに基づく被保険者の自己負担分の金額 

４．施工事業者が住宅改修工事を着工する。 

５．工事完了後、施工事業者は被保険者の自己負担金分を申 

請者等に請求する。 

 申請者等への請求書記載事項 

 ・住宅改修費の全額 

 ・被保険者自己負担分の金額 

６．申請者等は施工事業者から請求のあった自己負担分の代 

金を支払い、領収証の交付を受け、加えて介護保険受領委 

任払請求書(様式第 8 号)の交付を受ける。 

 様式第 8 号の記載事項 

 ・住宅改修費 10 割分の金額（上限額を超えない分）から被 

保険者の自己負担割合に基づく金額を除いた額 

 ・その他記載事項 

※様式第 8 号は自己負担分の金額を領収する際に交付する 

ことが望ましい。 

※様式第 8 号の日付は住宅改修費自己負担分の金額の領収 

日以降が望ましい。 

７．申請者等が２で提出した申請書類一式と合わせ書類を大 

石田町へ提出する。 
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６．大石田町は支給決定後、申請者等に通

知書を送付し、申請者等の口座に支給

額を振り込む。 

 申請書類 

 ２の書類 

 ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領

委任払用)(様式第 6 号) 

 ・介護保険住宅改修費受領委任払に関する同意書(様式第 7

号)  

 ・住宅改修の承諾書(被保険者が住宅の所有者でない場合) 

 ・住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員等が記載) 

 ・工事費見積書(工事の箇所、内容及び規模・材料費・施工 

費・諸経費を適切に区分したもの) 

 ・平面図 

 ・改修前の日付入りの写真 

 追加資料 

 ・工事費内訳書 

 ・改修後の日付入りの写真 

 ・６の自己負担分金領収証の写し 

 ・施工事業者から交付を受けた介護保険受領委任払請求書 

(様式第 8 号) 

８．大石田町は支給決定後、施工事業者及び申請者等に通知書 

を送付し、施工事業者の登録口座に支給額を振り込む。 

 


